
つくばみらい市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 令和３年４月１２日（月）午後１時３０分から午後２時０８分 

 

２．開催場所 つくばみらい市役所谷和原庁舎２階 第１・２会議室 

 

３．出席者 

  農業委員（１０人） 

会   長  １０番 齊 藤 常 夫 

会長職務代理  ５番 中 山 雅 史 

 委   員  １番 海老原 茂 

 委   員  ２番 萓 橋 敏 男 

 委   員  ３番 飯 泉 秀 夫 

 委   員  ４番 栗 原 哲 

委   員  ６番 前 島 守 

 委   員  ７番 菊 地 典 夫 

 委   員  ８番 羽 田 茂 

 委   員  ９番 矢 口 剛 

 

農地利用最適化推進委員（９人） 

委   員    大山 謙吉 

委   員    榎田 実 

委   員    飯田 一夫 

委   員    文隨 靖 

委   員    中島 一郎 

委   員    小菅 庄一 

委   員    吉田 義博   

委   員    豊島 芳夫 

委   員    飯泉 博  

 

   農業委員会事務局職員（４人） 

  事 務 局 長   成 嶋  均 

  事務局長補佐   浅野  博之 

 主   査    大久保慎太郎 

        青木 憲一 

        細田 茉凛 
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４．欠席委員 

農地利用最適化推進委員 

羽田 貞義 

 

５．傍聴者 

   なし 

 

６．議案 

  議案第１号  農地法第５条の規定による権利の設定、移転の許可について 

  議案第２号  農地法第３条の規定による所有権移転の許可について 

議案第３号  非農地証明発行可否について 

議案第４号  農地改良協議に対する同意について 

  議案第５号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画 

         の決定について（利用権設定） 

  議案第６号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画 

         の決定について（中間管理事業） 

  議案第７号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による 

         農用地利用配分計画（案）の意見聴取について 

   

報告事項 

①農地法第５条の規定による市街化区域内農地の転用届出に対す 

る専決処分について 

        ②農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書について 

 

７．会議の概要 

 

 １．事務局（成嶋事務局長） 

   定刻となりました。ただいまから令和３年４月のつくばみらい市農業委員会総会を

開会します。 

ここで皆様にお願いがございます、携帯電話をお持ちの方は、電源を切るか、マナー

モードにしていただきますようお願い致します。 

  早速、総会の議事日程により進めさせていただきます。議事日程の２番、会長挨拶、

齊藤会長よりご挨拶いただきます。齊藤会長お願いいたします。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

皆様、お忙しいなか、４月の定例総会にご出席頂きまして誠に有難うございます。 

令和３年度第１回の総会になりますけれど、我々の任期も３年間ですが、令和３年度

が最後の年になります。そういった意味で、まだこのメンバーで力を合わせて農地の最

適化に向けて取り組みをして参りたいので、引き続きご協力をお願いしたい。それとこ
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の総会後に予定しております、農地利用最適化推進連絡会のなかで、今年度の取り組み

について、その計画を皆様方に審議していただくことになります。その計画を審議で良

いものにして、立派な成果を残していきたいと思いますので、引き続き皆様方の御協力

をお願いします。 

なお、本日の総会は議案７件、報告事項２件となっております。 

皆様方の真摯なご審議をお願いしまして、簡単ですが挨拶と致します。よろしくお願

いいたします。 

 

１．事務局（成嶋事務局長） 

ありがとうございました。本日の出席委員は農業委員１０名全員出席でございます。

委員の出席人数が定足数に達していますので会議は成立しております。 

また本日は、農地利用最適化推進委員さん９名にも出席をいただいております。 

それでは、つくばみらい市農業委員会会議規則第４条の規定により、議長は会長が務

めることとなっておりますので、以降の議事進行は齊藤会長にお願いいたします。 

   

 １．議 長（齊藤会長） 

   それでは、暫時議事を進めてまいりますので、皆様方のご協力をよろしくお願いし

ます。 

   まず、議事日程の３番であります議事録署名委員の選出でございますが、私議長の

方にご一任していただくことにご異議ございませんか。 

  （異議なしの声） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございます。異議なしの声がございましたので異議なしと認め、早速指

名させていただきます。６番、前島委員、７番、菊地委員の２名に議事録署名委員を

お願いしたいと思います。書記は、事務局でお願いします。 

   それでは、議事に入ります。議案第１号「農地法第５条の規定による権利の設定、

移転の許可について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保主査） 

   議案第１号「農地法第５条の規定による権利の設定、移転の許可について」をご説

明いたします。 

今月の農地法第５条の規定による転用許可申請は２件となっております。１ページを
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ご覧ください。 

受付番号１番、申請理由は自己住宅建築のための贈与となっております。申請地は、

板橋字上街道２２６７番１、地目は登記、現況とも畑、面積は３１９㎡でございます。 

続きまして受付番号２番、申請理由は太陽光発電設備設置のための賃貸借となってお

ります。申請地は、野堀字毛行６１１番５、地目は登記、現況とも畑、面積は１，０５

４㎡でございます。事業計画につきましては、別紙「参考資料１」をご覧ください。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

  続いて、現地確認及び書類審査の結果を報告いただきたいと思います。８番、羽田

委員よりお願いします。 

 

１．羽田委員 

はい、農地法第５条議案第１号の書類審査、現地確認の報告をします。４月５日午前

９時より、メンバーは、齊藤会長、栗原委員、私羽田、事務局より成嶋局長、大久保主

査の５名で書類審査、現地調査の確認を行いました。 

受付番号１番、地図は２ページをご覧ください。申請地は伊奈東小学校の北に位置す

る現地でございます。 

申請地の農地区分は、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農地

であるため１種農地と判断いたします。申請者は、申請地１筆、３１９㎡を利用し、自

己住宅を建築する計画となっております。関係法令との調整も行っており、自己住宅を

建築するための許可要件を満たしていると考えます。 

続きまして受付番号２番、地図は３ページになります。申請地は取手国際ゴルフ場の

南東に位置する、いわゆる平和台住宅集落の中にある申請地でございます。 

申請地の農地区分は、住宅等が連たんしており、土地改良事業が行われていない農地

規模が１０ｈａ未満の区域に位置する小集団の農地であるため、２種農地と判断いたし

ます。別紙「参考資料」にもありますが、太陽光パネル配置図をご覧ください。発電量

は４９．５ｋｗで、５４５ｗパネル１９２枚、パワーコンディショナーを９台設置する

計画となっております。 

資金計画については、自己資金で賄い、経済産業省、東京電力及び関係他法令との調

整も終了しており、２種農地における再生可能エネルギー発電設備の建設のための許可

要件を満たしていると考えます。 

各委員のご審議をお願いいたします。 
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１．議 長（齊藤会長） 

ありがとうございました。現地確認及び書類審査の結果報告が終わりましたので、こ

れより審議いたします。議案第１号受付番号１番について、ご質問のある方は挙手をお

願いします。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので、受付番号２番についてご質問のある方、挙手願います。 

（挙手あり） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい、飯泉委員。 

 

 １.飯泉委員 

   この計画地は住宅地に隣接しており、今回は２種農地とのことですが、この場合の

住宅に隣接したときの、その対応というものに違いはあるのでしょうか。例えば隣接

した住宅の方のご意見を聞くとか、このような行為は無くても大丈夫なのでしょうか。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １.事務局（大久保主査） 

   こちらの申請につきましては、５０kW 以下でも、茨城県から出ている太陽光設備を

適正に設置・管理するためのガイドラインにより、事業概要書、地元関係者への説明

書を提出していただいております。申請地が住宅地に近くても、近くなくても、５０

kW以下であってもガイドラインに協力していただきたいという説明をしております。 

 

１.飯泉委員 

  わかりました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   そのほかございますか、ないようですので採決いたします。 

   議案第１号について、原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はい、ありがとうございます。採決の結果全員賛成により、議案第１号は原案のとお

り許可することに決定いたしました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

続いて議案第２号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について」を議題と

いたします。事務局説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保主査） 

議案第２号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について」をご説明いたし

ます。今月の農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請は５件となっております。  

４ページをご覧ください。 

受付番号１番、申請地は、中島字中島１６０番、地目は登記、現況とも畑、面積は４

００㎡の自作地、契約内容は売買となっております。 

続きまして受付番号２番、申請地は、新戸字芦戸１６８２番、地目は登記、現況とも

田、面積は１，９７４㎡、新戸字芦戸１６６５番、地目は登記、現況とも田、面積は４，

０００㎡、新戸字芦戸１７４６番、地目は登記、現況とも田、面積は４，５６０㎡、市

野深字市野深６３４番１、地目は登記、現況とも畑、面積は１，２１３㎡、合計４筆１

１，７４７㎡の小作地、契約内容は売買となっております。 

続きまして受付番号３番、申請地は、台字逆瀬川１９４６番１、地目は登記、現況と

も田、面積は６４３㎡、台字逆瀬川１９５８番、地目は登記、現況とも田、面積は１，

５２６㎡、台字宝木山下２０２９番、地目は登記、現況とも田、面積は６７０㎡、福岡

字東谷津２８１０番１、地目は登記、現況とも田、面積は４５０㎡、福岡字東谷津２８

１１番１、地目は登記、現況とも田、面積は６７㎡、合計５筆、３，３５６㎡の自作地、

契約内容は売買となっております。 

続きまして受付番号４番、申請地は、筒戸字諏訪１８８５番３、地目は登記、現況と

も畑、面積は３５５㎡、筒戸字諏訪１８８５番５、地目は登記、現況とも畑、面積は ２

３２㎡、合計２筆、５８７㎡の自作地、契約内容は売買となっております。 

続きまして受付番号５番、申請地は、中原字中原１１２番、地目は登記、現況とも畑、

面積は９９１㎡、中原字中原２７６番、地目は登記、現況とも畑、面積は９９１㎡、南

字小山２２１５番、地目は登記、現況とも畑、面積は３，１９０㎡、合計３筆、５，１
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７２㎡の自作地、契約内容は贈与となっております。 

農地法第３条第２項各号につきましては、別紙「農地法第３条調査書」をご覧くださ

い。以上です。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

  続いて、現地確認及び書類審査の結果を報告いただきたいと思います。まず、伊奈

地区につきまして、４番、栗原委員よりお願いします。 

 

１．栗原委員 

４月５日に行った書類審査、現地調査結果について報告いたします。メンバーは、先

ほど羽田委員から報告のあったメンバーと同じになります。 

受付番号１番、地図は６ページになります。申請地は高岡藤代線沿いの介護施設や中

古車屋があるカーブ付近を少し入ったところになります。現在でもきれいに管理されて

おりました。 

申請者は、自作地約１１７アールを耕作しており、世帯員の常時従事者は２名で、水

稲・野菜を作付する農家です。申請地は、登記現況とも畑、１筆、４００㎡を、規模拡

大のため売買により譲り受け、野菜を作付する予定です。 

続きまして受付番号２番、地図は７・８ページになります。まず７ページの地図で左

上、つくばエクスプレス線が走っております。地図の右下、鹿嶋神社がありますが、そ

の北側がＪＡライスセンターとなっておりますので、大体位置関係がわかるかと思いま

す。こちらが田３筆で現在耕作されております。次に８ページ、豊体のファミリーマー

トがある交差点から中通川に向かい北側に位置しております。こちらもきれいに管理さ

れている状態となっておりました。 

申請者は、自作地と借入地あわせて約２２２アールを耕作しており、世帯員の常時従

事者は３名で、水稲・大豆・小麦を作付する農家です。申請地は、登記現況とも田、３

筆１０，５３４㎡、登記現況とも畑、１筆１，２１３㎡、合計４筆、１１，７４７㎡を、

規模拡大のため売買により譲り受け、水稲・小麦を作付する予定です。 

以上のことから、１番・２番については、農機具等も所有しており、農地法第３条第

２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えますので、許可

しても差し支えないと思われます。各委員のご審議をお願いいたします。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

  はい、ありがとうございました。続いて谷和原地区につきまして、２番、萓橋委員
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より報告をお願いします。 

 

１．萓橋委員 

４月３日、午後１時３０分から中山職務代理、菊地委員、事務局からは成嶋局長、大

久保主査の５名で書類審査、現地調査を実施しましたので、結果３件を報告いたします。 

受付番号３番、地図は９ページになります。 

申請者は、自作地約２３アールを常時従事者は２名で、水稲・野菜を作付している申

請者は規模拡大のため登記現況とも田、５筆、３，３５６㎡を規模拡大のため売買によ

り取得し水稲を作付する計画です。場所の詳細は９ページの地図をご覧ください。福岡

の消防署東部出張所周辺の田５筆が申請地となります。 

続きまして受付番号４番、申請内容は自作地約１３４アールを常時従事者は２名で、

水稲・野菜を作付している申請者が規模拡大のため、登記現況とも畑、２筆、５８７㎡

を売買により取得し、野菜を作付する計画です。場所の詳細は１０ページの地図をご覧

ください。筒戸内宿公民館近くの住宅地のなかの畑が申請地になります。 

最後に受付番号５番、申請内容は自作地約１７８アールを常時従事者は２名で、水

稲・野菜を作付している申請者が、登記現況とも畑、３筆、５，１７２㎡の贈与を受け

野菜を作付する計画です。場所の詳細は１１ページの地図をご覧ください。福岡工業団

地南側の畑地帯のなかが申請地となっております。 

以上のことから、３番から５番については、農機具等も所有しており、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると判断します。よっ

て許可に支障はないと考えますが、各委員のご審議をお願いいたします。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ありがとうございます。現地確認及び書類審査の結果報告が終わりました。続いて審

議に入ります。審議の中で受付番号５番については、飯泉推進委員が議事参与になって

おります。従いましてふたつに分けて審議を進めていきます。 

最初に、受付番号１番から４番について審議いたします。受付番号１番についてご質

問のある方の挙手を求めます。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので、受付番号２番についてご質問のある方、挙手願います。 

（挙手なし） 
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１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので、受付番号３番についてご質問のある方、挙手願います。 

（挙手あり） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   はい、矢口委員。 

 

１．矢口委員 

   受付番号３番の譲受人、つくば市台町の青柳記子ですが、現地の方では現況の調査

確認をするのですか。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   事務局の説明をお願いします。 

    

 １．事務局（大久保主査） 

   つくば市農業委員会に確認しまして、農地基本台帳をいただきました。台帳の中に

耕作放棄地があったので、１か月前に受付をしましたが、耕作放棄地を解消してから

審議するということで、代理人に報告しました。その後、代理人から解消の連絡があ

り、つくば市農業委員会に確認したら解消したとの事だったため、今回の申請に至っ

ております。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   矢口委員、よろしいですか。 

 

１．矢口委員 

   はい、わかりました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

その他にございますか、ないようですので、受付番号４番についてご質問のある方、

挙手願います。 

（挙手なし） 
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１． 議 長（齊藤会長） 

ないようですので、採決いたします。 

議案第２号の受付番号１番から４番について、原案のとおり許可することに賛成の方

の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はい、ありがとうございます。全員賛成により受付番号１番から４番は原案のとおり

許可することに決定いたしました。 

続いて、受付番号５番について審議いたします。飯泉推進委員の退席をお願いします。 

（飯泉推進委員退席） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

それでは、受付番号５番について、ご質問のある方の挙手をお願いいたします。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので採決いたします。議案第２号の受付番号５番について、原案のとお

り許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

   （全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   全員賛成により、受付番号５番についても、原案のとおり許可することに決定いた

しました。飯泉委員の復席をお願いします。 

   （飯泉委員復席） 

  

１．議 長（齊藤会長） 

続いて、議案第３号「非農地証明発行可否について」を議題といたします。事務局よ

り説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保主査） 

議案第３号「非農地証明発行可否について」をご説明いたします。今月の非農地証明

願は１件となっております。１２ページをご覧ください。 

受付番号１番、申請地は、福岡字根新田３２５６番２、地目は登記、現況とも畑、面
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積は２４㎡でございます。以上です。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

  続いて現地確認及び書類審査の結果を報告いただきたいと思います。７番、菊地委

員よりお願いします。 

 

１．菊地委員 

４月５日に行った書類審査、現地調査結果について報告いたします。メンバーは、先

程議案第２号で萓橋委員から報告のあったメンバーになります。 

受付番号１番、地図は１３ページになります。申請地は谷和原第１保育所の北側に位

置する集落にありました。 

今回提出されました受付番号１番につきましては、申請書類等の審査、現地調査をし

たところ、昭和３６年８月以前から宅地として使用されておりました。 

以上のことから、受付番号１番につきましては、茨城県が発行している農地法関係 

事務処理の手引き（農地転用関係）に記載されている非農地証明を証明できる範囲に該

当すると考えますので、非農地証明を発行しても差し支えないと思われます。各委員の

ご審議をお願いいたします。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ありがとうございました。書類審査及び現地確認の結果報告が終わりましたので、こ

れより審議いたします。 

議案第３号の受付番号１番についてご質問のある方の挙手を求めます。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので採決いたします。 

議案第３号について、非農地証明を発行することに賛成の方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はい、ありがとうございます。全員賛成により、議案第３号は非農地証明を発行する

ことに決定いたしました。 
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１．議 長（齊藤会長） 

続いて議案第４号「農地改良協議に対する同意について」を議題といたします。事務

局説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保主査） 

はい、議案第４号「農地改良協議に対する同意について」をご説明いたします。 

今月の農地改良協議書は１件となっております。１４ページをご覧ください。 

受付番号１番、申請地は、川崎字中曽根１４１１番１、地目は登記、現況とも田、面

積６４３㎡、川崎字中曽根１４１２番１、地目は登記、現況とも田、面積１３３㎡、合

計２筆、７７６㎡でございます。以上です。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はい、それでは現地確認及び書類審査の報告をお願いいたします。７番、菊地委員よ

りお願いします。 

 

１．菊地委員 

４月５日に行った書類審査、現地調査結果について報告いたします。メンバーは、議

案第２号で萓橋委員から報告のあったメンバーになります。 

受付番号１番、地図は１５ページになります。申請地は谷和原庁舎前の県道を小絹方

面に７００ｍくらい行った右側にありました。現在は耕作されておりませんでした。 

今回提出されました改良計画の内容は、田畑転換するための改良になります。搬入 

期間については、令和３年４月１５日から令和３年１０月３０日までとなっております。

搬入土は、陽光台４丁目１２番２の宅地造成工事で発生した建設残土を使用する計画に

なっており、搬入後は、野菜の作付けを予定しております。各委員のご審議をお願いい

たします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

はい、ありがとうございました。現地確認及び書類審査の報告が終わりましたので、

これより審議いたします。議案第４号について、ご質問のある方の挙手をお願いします。 

（挙手あり） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   はい、羽田委員。 
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 １．羽田委員 

   建設の発生土とのことであるが、土量はどのくらいの予定であるか。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   事務局の説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保主査） 

   ２００㎥の計画となっております。 

 

１．羽田委員 

   現在の地目は田でしたね。これを畑にするというものですか。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   事務局の説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保主査） 

   田から畑にする計画となっております。２００㎥の土量に対して、面積が７００㎡

ですので、嵩上げはそんなには高くならない計画となっております。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   そのほかにございますか。ないようですので採決いたします。議案第４号について

原案のとおり同意することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はい、ありがとうございます。全員賛成により議案第４号は、原案のとおり同意する

ことに決定いたしました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

続いて、議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について（利用権設定）」を議題といたします。事務局説明をお願いします。 
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１．事務局（浅野補佐） 

それでは議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について（利用権設定）」をご説明いたします。１６ページの農用地利用集

積計画総括表によりご説明いたします。 

   新規案件といたしまして、田が４６筆で、８１，７０５㎡、畑が４６筆で、５４，

９６６㎡、合計９２筆、１３６，６７１㎡です。貸し手が３９人で、借り手が１９人

となります。 

次に更新案件ですが、田が２２筆で、５２，７５８㎡、畑が８筆で、７，９４０㎡、

合計３０筆、６０，６９８㎡です。貸し手が１０人で、借り手が１０人となります。合

計では、田が６８筆で、１３４，４６３㎡、畑が５４筆で、６２，９０６㎡、合計１２

２筆、１９７，３６９㎡です。貸し手が４９人で、借り手が２９人となります。 

権利の設定開始は、令和３年５月１日、令和３年６月１日からとなります。 

詳細につきましては、１７ページから２３ページの農用地利用権設定計画一覧をご覧

ください。説明は以上です。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

事務局の説明が終わりましたので、これより審議してまいりますが、２３ページの受

付番号１２２番が５番、中山職務代理が議事参与になっております。したがいまして、

２つに分けて審議を進めてまいります。まず、受付番号１番から１２１番までについて

審議いたします。ご質問のある方の挙手をお願いします。 

（挙手あり） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はい、飯泉委員。 

 

 １．飯泉委員 

   受付番号４番から６番の方ですが、紫峰ヶ丘の住宅に住んでいる方のようですが、

新規就農であるのか。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   事務局の説明をお願いします。 
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１．事務局（大久保主査） 

   新規就農ではありません。南太田で大きく葱を作付けしている方で、さらに拡大し

たいというものでございます。自宅は紫峰ヶ丘になりますが、南太田にハウスもあり

作業しております。 

  

 １．飯泉委員 

  わかりました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

そのほかございますか。ないようですので採決いたします。議案第５号の受付番号１

番から１２１番について、原案のとおり許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はい、ありがとうございました。全員賛成により議案第５号の受付番号１番から１２

１番については原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

続いて、受付番号１２２番を審議いたします。５番、中山職務代理の退席をお願いし

ます。 

（中山職務代理退席） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

それでは審議します。受付番号１２２番について、ご質問のある方の挙手をお願いし

ます。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので採決いたします。受付番号１２２番について、原案のとおり許可す

ることに賛成の方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 
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１．議 長（齊藤会長） 

はい、ありがとうございます。全員賛成により受付番号１２２番は原案のとおり許可

することに決定いたしました。中山職務代理の復席をお願いします。 

（中山職務代理復席） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

以上審議の結果、議案第５号は全て原案のとおり許可することに決定いたしました。

資料の（案）を削除お願いします。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   続いて、議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画の決定について（中間管理事業）」を議題といたします。事務局説明をお願い

します。 

 

１．事務局（浅野補佐） 

  議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の

決定について（中間管理事業）」を説明いたします。２４ページの農用地利用集積計

画総括表によりご説明いたします。 

   新規案件のみとなります。田が１７筆で、２９，４１４㎡、畑が１筆で、６０４㎡、

合計１８筆、３０，０１８㎡です。貸し手が８人、借り手が１団体となります。 

   権利の設定開始は、令和３年６月１日からとなります。 

詳細につきましては、２５ページの農用地利用権設定計画一覧（農地中間管理事業）

をご覧ください。説明は以上です。 

  

１．議 長（齊藤会長） 

はい、事務局説明が終わりましたので、これより一括して審議を進めてまいります。 

議案第６号について、ご質問のある方の挙手をお願します。 

  （挙手なし） 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので、採決いたします。議案第６号について、原案のとおり決定する

ことに賛成の方の挙手をお願いします。 

  （全員挙手） 
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１．議 長（齊藤会長） 

はい、ありがとうございます。議案第６号は全員賛成により原案のとおり決定するこ

とにいたしました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   続いて、議案第７号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定

による農用地利用配分計画（案）の意見聴取について」を議題といたします。事務局

説明をお願いします。 

 

 １．事務局（浅野補佐） 

  議案第７号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農

用地利用配分計画（案）の意見聴取について」を説明します。こちらにつきましても   

２６ページの農用地利用配分計画案総括表によりご説明いたします。 

   新規案件のみとなります。田が１７筆で、２９，４１４㎡、畑が８筆で、７，６９

８㎡、合計２５筆、３７，１１２㎡です。貸し手が９人、借り手が７人となります。 

   権利の設定開始は、令和３年６月１日からとなります。 

詳細につきましては、２７、２８ページの農地中間管理事業 農用地利用配分計画

（案）一覧をご覧ください。こちらにつきましては、市から意見を求められているも

のでございます。説明は以上です。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

これより審議していきますが、２７ページの受付番号１３番から１６番につきまして

は榎田推進委員が議事参与の制限となっています。したがいまして、全体を２つに分け

て審議をしてまいりますのでよろしくお願いいたします。 

まず、受付番号１番から１２番及び、１７番から２５番を審議いたします。ご質問の

ある方の挙手をお願いします。 

（挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

ないようですので採決いたします。受付番号１番から１２番及び、１７番から２５番

について、原案のとおり承認することに賛成の方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 
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１．議 長（齊藤会長） 

はい、ありがとうございます。採決の結果、全員賛成につき受付番号１番から１２番、

１７番から２５番については、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

続いて、受付番号１３番から１６番を審議いたします。榎田推進委員の退席をお願い

します。 

（榎田推進委員退席） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

それでは審議します。受付番号１３番から１６番について、ご質問のある方の挙手を

お願いします。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので、採決いたします。議案第７号の受付番号１３番から１６番につい

て、原案のとおり承認することに賛成の方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はい、ありがとうございます。全員賛成により、受付番号１３番から１６番を原案の

とおり承認することに決定いたしました。榎田推進委員の復席をお願いします。 

（榎田推進委員復席） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

以上審議の結果、議案第７号は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   議案は以上でございます。続いて報告事項に入ります。報告事項２件について、一

括して事務局より報告願います。 

 

 １．事務局（成嶋事務局長） 

報告事項①「農地法第５条の規定による市街化区域内農地の転用届出に対する専決処
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分について」を報告いたします。議案書は２９ページから３０ページになります。 

  今回の転用届出に対する専決処分は、みらい平地区が５件、小絹地区が３件となり

ます。申請理由は、自己住宅建築のための売買が６件、建売住宅建築のための売買が

１件、共同住宅建築のための売買が１件、となっております。 

続きまして、報告事項②「農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書につい

て」をご報告します。議案書は３１ページから３５ページをご覧ください。 

今回の合意解約は１９件となります。解約理由は、土地所有者本人が自作するための

ものが４件、耕作者変更のためのものが１１件、農地法第３条申請のためのものが３件、

農地法第５条申請のためものが１件となります。 

報告は以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   以上で全ての議題が終わりました。これをもって本総会を閉会といたします。 
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上記会議の次第を記載し、相違ないので署名捺印する。 

  

 

     令和３年４月１２日 
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